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【用語の定義】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 契 約 等 市が締結する工事、製造及び業務委託並びに指定管理 

受 注 者 市と公契約等を締結する者 

下 請 負 者 
受注者その他市以外の者から公契約等に係る業務の一部について請け負

う者 

受 注 関 係 者  
①下請負者 

②受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者 

労 働 者 等 

①受注者又は下請負者に雇用され、公契約等に係る業務に従事する労働

基準法第９条に規定する労働者 

②労働者派遣法の規定により公契約等に係る業務に派遣される者 

③自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負

の契約により公契約等に係る業務に従事する者 

賃 金 等 
・上記①又は②に該当する者がその雇用する者から得る賃金 

・上記③に該当する者が当該請負契約により得る収入 
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市が発注する公共工事及び業務委託に関する入札並びに契約手続きにおいて、より競

争性が発揮され、公平・公正で透明性を確保するため、条件付一般競争入札の対象の拡

大、電子入札の導入を進めるとともに、価格のみの競争から、価格と品質が総合的に優

れた調達に向け、入札額だけではなく事業者の提案や技術力等も評価するプロポーザル

方式やコンペ方式、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に位置づけられた総合評

価落札方式の導入など契約制度の各種改正に取り組んできた。 

  また、過剰な競争を排除し、事業者の適正な利潤の確保と保証を目的として、工事及

び業務委託に最低制限価格制度を実施し、その充実を図ってきた。なお、1億 5千円以上

の工事については低入札調査制度の対象となっている。 

  しかしながら、経済が低迷する中、事業者にとっては困難な経営環境が続いているこ

と、公共工事設計労務単価も 10年間で３割も減尐するなどその雇用者も厳しい就労環境

にあること等を伺ってきており、公共工事前払金対象範囲等の拡大にも努めてきた。 

平成 21年 2月に尾立参議院議員から参議院議長あてに提出された質問主意書に対

して、麻生総理大臣から議長に送付された答弁書において「条例において、地方公共

団体の契約の相手方たる企業等の使用者は、最低賃金法第 9条第 1 項に規定する地域

別最低賃金において定める最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払わなくてはなら

ないとすることは、同法上問題となるものではない」とされ、公契約条例制定につい

ての法的問題はないことが公式に確認された。 

平成 21年 7月に「公共サービス基本法」が施行され、第 11条（公共サービスの実

施に従事する者の労働環境の整備）に「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共

サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事す

る者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよ

う努めるものとする。」と規定された。 

  千葉県野田市において、全国で初めてとなる公契約条例が平成 21年 9月に全会一

致で可決、制定され、22年 2月から施行された。続いて政令指定都市である川崎市

において公契約条項を盛り込んだ契約条例の改正が、22 年 12 月に全会一致で可決さ

れ、23 年 4月から施行された。 

本市においても、平成 18年 3月「公共事業における賃金確保法『公契約法』の制定を

求める意見書の提出に関する陳情」が採択されており、厳しい経済環境が続く中で、全

国的な動きを踏まえ、公契約条例についての調査、研究を行ってきた。 

平成 22年 4月、公契約条例の制定を公約に掲げた阿部市長の就任後、多摩市にふさわ

しい公契約条例についての本格的な検討を開始し、庁内に公契約制度検討組織の設置、

野田市、川崎市への視察、事業者への「労働環境アンケート」実施、「公契約条例制定に

向けた基本的な考え方」のパブリックコメント、説明会の実施、そして「公契約制度に

関する審査委員会」による公契約条例案の審査等を踏まえ、平成 23 年 12 月議会に公契

約条例が付議され、全会一致で可決、制定された。 

 

 

 

１ 公契約条例制定の背景と経緯 
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本条例の目的は、市長及び受注者が相互に対等平等な関係にあることを、指定

管理協定にあっては市長等及び受注者が共同して公の施設の管理の責任を負う

ことを前提として、両者が協力、共同して公契約条例に規定するそれぞれの責務を果

たし、市が締結する請負契約に基づく業務及び市が指定管理者に行わせる公の施設の管

理業務において、当該業務に従事する者の適正な労働条件を確保し、もって労働者の生

活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及

び地域社会の活性化に寄与することである。 

(1) 適用契約等 

①5,000万円以上の工事・製造の契約        

②1,000万円以上の委託契約で市長が定めるもの   

③指定管理者で市長・教育長が必要と認めたもの   

  ④その他、市長が特に必要と認めた契約 

  ※公契約条例に対象となる案件の発注の際には、当該契約案件が公契約条例の対象契

約案件であることが入札参加者等にわかるように、その旨を条件付一般競争入札の

公告、指名通知書、見積依頼書等に記載する。 

 (2) 対象労働者の範囲 

   受注者（元請）に雇用される者、受注関係者（最終下請まで）に雇用される者、派

遣社員、一人親方、※雇用される者には日雇い労働者、アルバイト、パートを含む 

 (3) 労務報酬下限額 

  ①工事・製造 

熟練労働者とそれ以外に分け、市長がその割合を定める 

熟練労働者は公共工事設計労務単価を基に市長が定める金額 

   それ以外の者（未熟練者等）は委託・指定管理者の労働者と同額 

  ②業務委託・指定管理者 

当該業務の標準的な賃金で、当面の間は生活保護基準を下回らない額  

60歳以上は対象外 

 (4) 受注者の責務 

   全労働者の労務報酬台帳の整備・報告、全労働者への周知・申し出への対応と不利

益取扱いの禁止、市の立入検査の受入れ、受注者と受注関係者の労務報酬下限額支

払いの連帯責任、業務委託・指定管理協定では受注者変更時の継続雇用の努力 

   違反⇒是正命令⇒是正報告⇒是正等されない場合は契約解除・公表⇒損害賠償又は

違約金・指名停止 

 (5) 公契約審議会 

   労務報酬下限額・その他重要事項の答申、条例施行状況の検証 

委員内訳：学識経験者 1名、事業者 2名、労働者 2名、必要に応じ臨時委員 

 

 

２ 公契約条例の概要 
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条例の適用を受ける契約は、契約方法（一般競争入札、指名競争入札、随意契約）にかか

わらず締結する契約のうち、次のとおりとする。 

◆工事又は製造の請負契約        
・予定価格５０００万円以上の工事請負契約 

・予定価格に係らず適用する必要があると市長が特に認めた工事請負契約 

◆工事又は製造以外の請負契約      
・予定価格１０００万円以上の次の業務委託契約のうち下表もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定価格に係らず適用する必要があると市長が特に認めた業務委託契約 

◆指定管理協定のうち、市長等が必要であると認めた下表のもの 

 

 

 

 

 

 

 

＊予定価格は、消費税込みの額とする。 

＊公契約適用となる案件発注時には、その旨を一般競争入札の告示、指名通知書、見積 

依頼書等に記載する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 業 務 

①施設又は公園の管理業務 

②施設・下水道管渠等清掃業務 

③街路樹等の維持管理業務 

④可燃物等の収集運搬業務 

⑤送迎バスの運行業務 

⑥子育て支援に関する業務 

⑦高齢者支援に関する業務 

⑧障がい者支援に関する業務 

 施  設  名 

複合文化施設（パルテノン多摩） 

多摩中央公園内駐車場 

永山駅駐輪場 

多摩センター駅東駐輪場 

多摩センター駅西駐輪場 

温水プール 

総合福祉センター 

永山複合施設（ベルブ永山）駐車場 

３ 公契約条例の適用範囲 
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公契約条例の規定が適用される労働者の範囲は下表のとおりとする。 

＊適用労働者は、受注者に雇用される者だけでなく下請業者、再委託業者に雇用されるも

のを含む。 

 

【公契約条例の適用労働者の範囲から除く者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者及び下請負者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者（正社員、日雇い労働

者、パート、アルバイト、等） 

労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣する者 

自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により公契 

約に係る業務に従事する者（いわゆる一人親方） 

業務委託及び公の施設の指定管理にあっては、満６０歳以上の者 

同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、使用者が都

道府県労働局長の許可を受けている者に限る） 

公契約に従事した時間が３０分未満の者 

現場技術者（現場代理人、主任技術者）・・・（工事又は製造の請負契約の場合） 

適用労働者が何らかの都合により、一時的に工事等に従事しない日について、適用労働

者の代わりに従事する者 

４ 公契約条例の適用労働者の範囲 
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労務報酬下限額とは、公契約条例の対象となる請負契約、指定管理協定において受注者

及び受注関係者が労働者等に支払わなければならない労務報酬の下限となる１時間当たり

の額をいう。 

労務報酬下限額は、公契約審議会からの答申を踏まえ、市長が毎年定め、告示するもの

とし、翌年度に締結する請負契約（予定価格 5,000万円以上の工事請負契約。予定価格 1,000

万円以上の業務委託のうち、市長が定めるもの。）、市長が必要と認めた指定管理協定、及

び市長が特に必要と認めた請負契約に適用する。 

労務報酬下限額は、当該契約締結時の労務報酬下限額を適用する。このため、複数年に

及ぶ請負契約においては、当該契約締結の翌年度以降に労務報酬下限額が改定されてもそ

の額の適用とはならず、当該契約締結時の労務報酬下限額を適用する。 

平成 24年度の労務報酬下限額については、資料２（14頁）、資料３（15頁）に掲載。 

 

 

労務報酬下限額の勘案基準 

    

 ＊公共工事設計労務単価は、工事の職種ごとに単価（日額）が設定されているため、労務 

報酬下限額においても、その設定された職種ごとに労務報酬下限額（時給）を設定する。 

平成２４年度の工事又は請負契約における職種ごとの労務報酬下限額は 14頁資料２に掲 

載。 

＊工事における従事業種ごとの全労働者の毎月の労働時間の中で⒜熟錬労働者の労働時間 

は、⒜÷（⒜＋(b)）＝0.80以上とする。 

＊⒜(b)の対象者は、事業主の判断により定め、公契約条例対象 労務台帳（以下「労務台

帳」という。）に明示する。 

 

 

   

契約の種類 労働者の区分 勘案基準 

工事又は製造の請

負契約 

⒜熟錬労働者、一人親方 
公共工事設計労務単価の 90％に基づき定め

る１時間当たりの金額 

(b)熟錬労働者以外の者 

当該業務の標準的な賃金と認められる 

１時間当たりの金額 

（当面の間、生活保護水準を下回らない額） 

 

＊平成２４年度：９０３円 

業務委託のうち、

市長が別に定める

もの 業務に従事する労働者 

但し、満 60歳以上の者は除

く。 

指定管理協定のう

ち、市長等が必要

であると認めたも

の 

５ 労務報酬下限額 
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公契約における労務報酬とは、受注者、受注関係者から労働者に支払われる賃金や請負

契約における請負金額をいう。 

ただし、契約の種類及び労働者に応じて労務報酬に算定する手当等は以下のとおり異な

る。 

市へ提出する労務台帳〔資料４～８（16～20 頁）〕に労務報酬額の記載欄はないが、報告

及び立入検査等が必要となった場合等は状況確認するので、各労働者の公契約に係る労務

報酬を算定しておくこと。 

＊労務報酬は、税金や社会保険料等を控除する前のものであって、実際に手元に支払われ

る、いわゆる手取りの賃金とは異なる。 

＊上の表における手当等の名称は、法令で用いられる名称、一般的に用いられている名称

であり、手当等の算定については、名称のみではなく支給基準や支給実態によって判断

する。 

注１ 期末手当、通勤手当等、複数回数分がまとめて支払われる手当の算定にあたっては、

直近に支払われた当該手当を、対応する支払回数で除して得た額を当該労務報酬額が支

払われるべき日（給料日等）に支払われた手当に相当する額として算定する。 

 （例）前年 12月に賞与 60万円の支払い（6か月分）があった時の４月の労務報酬に算定

する額（月払いの場合） 60万円÷６(月)＝10万円 を算定額に加算する。 

 

契約の種類及び労働者 労務報酬に算定する手当等 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、労働

基準法第９条にいう労働者で

あって熟錬労働者 

基本給、出来高給、労働基準法第３７条第１項及び第４項に

規定する割増賃金（時間外・休日・深夜労働等に係る割増賃

金）、家族手当、扶養手当、通勤手当、都市手当、地域手当、

住宅手当、役職・現場・技能・資格手当等（当該対象労働者

の本来業務に対して支払われるもの）、有給休暇手当、精勤手

当、現物給与（通勤用定期・食事等）、賞与（期末手当、勤勉

手当等のボーナス）注１ 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、請負

契約におけるいわゆる一人親

方 

公契約に係る作業に従事するために締結した請負契約におけ

る請負代金として支払われるもの（消費税及び地方消費税に

相当する部分を除く）。請負代金が、その業務に係る作業の出

来高に応じて支払われる場合は、その支払われる額。 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、熟錬

労働者以外の者 
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定の基礎となる賃金

及び時間外・休日・深夜労働の割増賃金のうち当該公契約に

おいて従事した作業に係る部分 

業務委託のうち、市長が別に

定めるものにおける労働者 

指定管理協定のうち、市長等

が必要であると認めたものに

おける労働者 

６ 労務報酬の算定方法 
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＊工事又は製造の請負契約における熟錬労働者の各手当等の詳細は、公共事業労務費調査 

連絡協議会作成の「公共事業労務費調査の手引き」にある手当の基準内・外の区分に準 

じる。 

＊工事又は製造の請負契約における熟錬労働者以外の者、業務委託及び指定管理協定にお 

ける労働者の各手当等の詳細は、労働基準法施行規則第 20条及び第 21 条に準じる。 

 

 

 

 

受注者は受注関係者が支払う賃金等が市の定める労務報酬下限額を下回った時は、その

差額分について、支払うよう指導するとともに当該受注関係者と連帯して支払う義務が生

じる。 

 また、受注者は受注関係者にそのほかにも公契約条例違反があった場合は、改善を指導

し、遵守させること。 

 

 

 

 

 継続性のある業務委託及び公の施設の指定管理においては、その業務に従事する労働者

の雇用の安定と業務の質の維持や継続性の確保を図るため、入札等により受注者が変わっ

た場合、従前の受注者に雇用されていた労働者のうち、継続しての雇用を希望する者につ

いては、勤務成績の不良等、特段の理由のない限り、継続して雇用するよう努めること。 

 

 

契約の種類及び労働者 労務報酬に算定しない手当 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、労働

基準法第９条にいう労働者で

あって熟錬労働者 

各職種の通常の作業条件・内容を超えた特殊な労働に対する

手当、使用者の責に帰するべき事由により労働者を休業させ

たことに対する休業手当。労働者持ちの工具、車両の損料等

賃金ではなく経費の負担に当たる手当。 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、請負

契約におけるいわゆる一人親

方 

調達した資材や持ち込んだ機械等に係る経費 

工事又は製造の請負契約にお

ける対象労働者のうち、熟錬

労働者以外の者 
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、

臨時に支払われた賃金、１ヶ月を超える期間ごとに支払われ

る賃金 

業務委託のうち、市長が別に

定めるものにおける労働者 

指定管理協定のうち、市長等

が必要であると認めたものに

おける労働者 

７ 受注者の連帯責任等 

８ 継続雇用（業務委託、公の施設の指定管理） 
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公式ホームページより、労務台帳 EXCELをダウンロードすること。 

労務台帳 EXCELは「工事用」「委託・指定管理用」の２種類あるので注意すること。 

〔資料４～８（16～20 頁）〕 

＊労務台帳は、労務報酬の支払われるべき日（給料日等）ごとに作成し、作成した台帳は

作業場、会社又は事務所等の労働者が確認できる適正な場所に備えておくこと。（対象労

働者が雇用する事業主によって労務報酬の支払われるべき日が異なる場合は、事業主ご

とに台帳を作成する。なお、下請業者、派遣事業者に雇用される対象労働者の台帳につ

いても、受注者の責任において作成すること。） 

＊労務台帳の提出時期は、契約期間内に計３回とする。（労務台帳 EXCELの基本情報入力票

の履行期限等を入力することにより各月台帳に自動計算し、表示される。） 

＊労務台帳は、毎月労務報酬の支払われるべき日が過ぎた後に速やかに作成すること。 

＊労務台帳の作成単位は、受注者、受注関係者を合算したもの又は事業者ごとに分け 

て作成したもののどちらでもよい。 

【基本情報入力票】 

【台    帳】 

No 入力項目 備考 要件 

１ 必要事項を入力 
入力された事項は、４月から３月までの労務

台帳に自動記入 
必須 

No 入力項目 備考 要件 

１ 労働者氏名の入力 契約月のシートに入力のこと 必須 

２ 従事業種の入力 

セルをクリックすると業種が表示されるので

その中から選択。委託の場合は適時入力。 

工事の(a)(b)の区分は本手引「６ 労務報酬

下限額」を参照 

必須 

３ 支払形態を入力 
セルをクリックすると月給、日給、時給の３

種類が表示されるのでその中から選択 
必須 

４ 労働日数を入力 数字入力 必須 

５ 所定労働時間 数字入力 必須 

６ 総労働時間を入力 
公契約対象業務に従事した総労働時間を数字

入力 
必須 

７ 時間外労働時間を入力 
公契約対象業務に従事した時間外労働時間を

数字入力 

該当ある

場合のみ 

８ 深夜労働時間を入力 
公契約対象業務に従事した深夜労働時間を数

字入力 

該当ある

場合のみ 

９ 休日労働時間を入力 
公契約対象業務に従事した休日労働時間を数

字入力 

該当ある

場合のみ 

10 確認 

上記入力完了すると賃金台帳に赤字で「割合

判定セルに？のついている従事業種の(a)の

総労働時間が従事業種 (a)と(b)の合計の

80％未満です。」と表示されていないか確認の

こと。表示が出ている場合は、従事業種の（a）、

(b)の区分に誤りがないか確認し、修正のこ

と。表示されたままでは提出不可。 

工 事 の

み必須 

11 
下請がある場合業者名

等を入力 

下請件名から連絡先まで全て入力 該当ある

場合のみ 

９ 公契約条例対象 労務台帳の作成方法 
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受注者は、上記により作成した労務台帳を市に提出する。 

＊第２回目以降は、それまでに経過した月のもの全てについて提出のこと。 

＊提出に当たっては、労務報酬下限額確認を行った後、「上記労務報酬計算期間における

下記労働者に支払った報酬額は、各労働者に支払われるべき下記基準額を超えているこ

とを確認しました。」を選択し保存のこと。 

＊保存後の労務台帳 EXCELを下記専用アドレスにメール送信により提出のこと。 

 

        送信アドレス  koukeiyaku@city.tama.tokyo.jp 

 

 

 

 

 

受注者は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は書面を交

付すること。〔資料 11、12（24、25頁）〕 

 １．この条例が適用される労働者等の範囲 

 ２．労務報酬下限額 

 ３．賃金の支払いについて受注者（元請）に連帯責任があること 

 ４．労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

 ５．申し出をする場合の連絡先 

 ６．受注者（元請）、受注関係者（雇用主）及び市役所総務部総務契約課の住所、電話番 

   号 

 ７．申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを 

受けないこと 

 

 

 

 

 

 

 

提出回 提   出  日 

第１回 
契約月の属する月分について、契約月の属する月の翌々月の１０日までに

提出 

第２回 
履行期限の中間日が属する月まで分について、履行期限の中間日が属する

月の翌々月の１０日までに提出 

第３回 
履行期限到来後、履行期間中全ての月分について、履行期限到来月の翌々

月の１０日までに提出 

１０ 公契約条例対象 労務台帳の提出 

１１ 労働者等への周知 
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対象労働者等から、労務台帳の閲覧又は公契約条例に関する問合せ等があった場合には、

誠意をもって速やかに対応すること。 

 労務台帳の閲覧に際しては、他の労働者分については見られないよう配慮し、当該労働

者の記載部分についてのみ閲覧させること。 

 

 

 
 

労働者等から受注者に申し出があった場合は、労務報酬の支払いについて速やかに確

認をすること。 

  労務報酬の支払いが労務報酬下限額を下回っていた場合は、当該労務報酬が支払われ 

るべき日から１４日以内にその差額を支払わなければならない。 

  労務報酬下限額以上の支払いがされていた場合には、その旨を労働者等に回答する。 

また、回答後にその回答について市に報告をすること。 

  なお、申し出は文書により行うこと。〔資料 13、14（26、27頁）〕 

労働者が申し出をしたことを理由として解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱い

をしないこと。 

 

 

 

 

労働者等から多摩市に申し出があった場合又は調査が必要と認める場合、市は、受注

者に対して報告、事業所等への立入り、書類やその他の物件の検査、関係者への質問等、

必要な調査をすることができる。 

 受注者は、これらの調査に応じること。また、市は下請業者や派遣元事業主等の受注

関係者に対して受注者の了解の上、同様に必要な調査することができる。 

  このため受注者は受注関係者との間の契約において、これらの報告及び立ち入り検査

ができるよう定めておくこと。 

立入検査に際しては事前に日時等について通知の上、市職員にその身分を示す証明書

を携帯し、行う。 

 

 

 

 

調査の結果、受注者又は受注関係者に違反があれば、市は受注者に是正措置を命じ、

受注者は速やかに是正措置を講じるとともに市が定める期日までに是正措置の内容を報

告しなければならない。 

 

１２ 労働者等からの問合せへの対応 

１３ 労働者等からの申し出への対応 

１４ 報告及び立入検査 

１５ 是正措置 
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  市は次のときに公契約等の解除、指定管理協定に関して指定の取消し、業務の停止を

行うことができる。 

  ・受注者や受注関係者から報告がなされないとき 

  ・受注者や受注関係者からの報告が虚偽であったとき 

  ・受注者や受注関係者が立入検査を拒否したとき 

  ・受注者や受注関係者が立入検査を非協力的であったとき（妨害、忌避、質問に対し

て答弁しなかったり、虚偽の答弁をしたときなど） 

  ・是正措置の命令に従わないとき 

  ・是正報告がなされないとき 

  ・是正報告が虚偽であったとき 

 

  市は、契約解除に合わせて、指名停止措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

  公契約の解除、指定管理協定に関して指定の取消し、業務の停止を命令したとき、ま

たは公契約、指定管理協定の終了後に受注者や受注関係者が公契約条例に基づく契約条

項に違反したことが判明したときは、これを公表する。 

 

 

 

 

 

  受注者、受注関係者は公契約条例に基づく契約条項に違反したことにより、公契約の

解除、指定管理協定に関して指定の取消し、業務の停止を命令を受けたときは、市に生

じた損害の賠償、または違約金の支払いをしなければならないが、受注者、受注関係者

に損害が生じても、市はその損害を賠償する責任を負わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 契約解除と指名停止 

１７ 公表 

１８ 損害賠償等 
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公契約条例対象案件の流れ 

 対 象 者 内      容 備     考 

① 多摩市 

【公契約対象案件の発注】 

・条件付一般競争入札の公告 

・指名通知書の通知 

・見積依頼書の通知 

公契約対象案件であることを

明示 

 

 

② 入札・見積参加者 

・上記公告の確認 

・上記通知書、依頼書の受領 

公契約対象案件であることを

確認 

条件付一般競争入札の申込  

③ 多摩市 条件付一般競争入札の参加資格確認  

④ 入札・見積参加者 見積・積算 → 入札  

⑤ 多摩市 
落札者決定  

契約書作成依頼 公契約用約款の添付 

⑥ 落札者 契約書作成  

⑦ 多摩市 契約書内容確認 → 契約書の受渡 公契約対象案件の説明 

⑧ 受注者 

契約書受領 → 業務の履行  

労働者等への周知 

作業場等に掲示又は書面の交付 

1この条例が適用される労働者の範囲 

2労務報酬下限額 

3賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること 

4労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

5申し出をする場合の連絡先 

6受注者（元請）、受注関係者（雇用主）及び市役所総務部総務 

契約課の住所、電話番号 

7労働者等が申し出をしたことを理由として解雇、請負契約の解

除その他不利益な取り扱いをされないこと 

⑨ 労働者等 
問合せ  

申し出 文書により行うこと 

⑩ 受注者 報告  

⑪ 多摩市 

立入検査 

労働者等から申し出があった

場合、必要があると認める場

合等 

是正命令 
条例の規定に違反している場

合 

⑫ 受注者 是正報告 是正命令を命じられた場合 

⑬ 多摩市 

公契約等の解除 是正命令に従わない場合等 

公表 公契約等の解除をした場合 

損害賠償又は違約金の請求 

公契約等の解除により損害が

生じた場合又は受注者が条例

に違反した場合 

資料１ 
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平成２４年度 工事又は製造の請負契約 労務報酬下限額（1時間当たり） 

  熟錬労働者⒜               熟錬労働者以外⒝ 

 

職      種 下限額 
 

職      種 下限額 

特殊作業員(a) 1,902 
 

特殊作業員(b) 

903 

普通作業員(a) 1,530 
 

普通作業員(b) 

軽作業員(a) 1,227 
 

軽作業員(b) 

造園工(a) 1,800 
 

造園工(b) 

法面工(a) 1,902 
 

法面工(b) 

とび工(a) 1,935 
 

とび工(b) 

石工(a) 2,160 
 

石工(b) 

ブロック工(a) 2,195 
 

ブロック工(b) 

電工(a) 2,160 
 

電工(b) 

鉄筋工(a) 2,048 
 

鉄筋工(b) 

鉄骨工(a) 1,823 
 

鉄骨工(b) 

塗装工(a) 1,992 
 

塗装工(b) 

溶接工(a) 2,240 
 

溶接工(b) 

運転手（特殊）(a) 1,947 
 

運転手（特殊）(b) 

運転手（一般）(a) 1,598 
 

運転手（一般）(b) 

潜かん工(a) 2,318 
 

潜かん工(b) 

潜かん世話役(a) 2,757 
 

潜かん世話役(b) 

さく岩工(a) 1,970 
 

さく岩工(b) 

トンネル特殊工(a) 1,980 
 

トンネル特殊工(b) 

トンネル作業員(a) 1,733 
 

トンネル作業員(b) 

トンネル世話役(a) 2,307 
 

トンネル世話役(b) 

橋りょう特殊工(a) 2,217 
 

橋りょう特殊工(b) 

橋りょう塗装工(a) 2,307 
 

橋りょう塗装工(b) 

橋りょう世話役(a) 2,555 
 

橋りょう世話役(b) 

土木一般世話役(a) 2,127 
 

土木一般世話役(b) 

高級船員(a) 2,588 
 

高級船員(b) 

普通船員(a) 2,003 
 

普通船員(b) 

潜水士(a) 2,960 
 

潜水士(b) 

潜水連絡員(a) 2,082 
 

潜水連絡員(b) 

潜水送気員(a) 2,070 
 

潜水送気員(b) 

山林砂防工(a) 2,307 
 

山林砂防工(b) 

軌道工(a) 3,365 
 

軌道工(b) 

型わく工(a) 1,868 
 

型わく工(b) 

大工(a) 2,093 
 

大工(b) 

左官(a) 1,992 
 

左官(b) 

配管工(a) 2,025 
 

配管工(b) 

はつり工(a) 1,857 
 

はつり工(b) 

防水工(a) 2,037 
 

防水工(b) 

板金工(a) 1,958 
 

板金工(b) 

タイル工(a) 2,003 
 

タイル工(b) 

サッシ工(a) 1,868 
 

サッシ工(b) 

屋根ふき工(a) 1,823 
 

屋根ふき工(b) 

内装工(a) 1,925 
 

内装工(b) 

ガラス工(a) 1,835 
 

ガラス工(b) 

建具工(a) 1,755 
 

建具工(b) 

ダクト工(a) 1,800 
 

ダクト工(b) 

保温工(a) 1,890 
 

保温工(b) 

建築ブロック工(a) 1,868 
 

建築ブロック工(b) 

設備機械工(a) 1,992 
 

設備機械工(b) 

交通誘導員 A(a) 1,092 
 

交通誘導員 A(b) 

交通誘導員 B(a) 1,002 
 

交通誘導員 B(b) 

資料２ 
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平成２４年度 業務委託又は指定管理協定の請負契約 労務報酬下限額（1時間当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務報酬下限額 ９０３円 

資料３ 
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公契約対象工事（委託）に従事した作業の按分方法について 

１人の労働者が１つの工事（委託）だけでなく、複数の工事（委託）に従事していた場合、

従事した作業に応じて個別に支払われる手当を除いて、支払われた賃金を所定労働時間内

における労働時間に応じて按分し算定します。 

例 ●●工事・・・公契約対象工事 

  ▲▲工事・・・その他の工事   月払いの場合 

【労働時間】平成２４年４月分の場合 

  総 労 働 時 間：２００時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓐ 

内時間外労働時間： １０時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓑ 

     ●●工事 総 労 働 時 間：１５０時間・・・・・・・・・・・Ⓒ 

内時間外労働時間：  ６時間・・・・・・・・・・・Ⓓ 

▲▲工事 総 労 働 時 間： ５０時間・・・・・・・・・・・Ⓔ 

内時間外労働時間：  ４時間・・・・・・・・・・・Ⓕ  

  

   Ⓐの時間数は、労務報酬期間において、対象労働者が従事した総労働時間における 

実際の労働時間で、公契約対象工事に従事した時間以外（上記例の場合▲▲工事の

５０時間）を含む（時間外を除く）。ただし、通常の労働時間に賃金が支払われる休

暇を取得した場合は、その休暇に対応する労働時間を含む。 

【支払われた賃金】平成２４年４月分の場合 

  基 本 給：４００，０００円・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓖ 

  賞 与：３００，０００円（前年１２月支給（６ヶ月））・・Ⓗ 

  時間外割増賃金： ３０，０００円（●●工事分１８，０００円）・ ・Ⓘ 

  家 族 手 当： ２０，０００円・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓙ 

  資 格 手 当： ４０，０００円（●●工事分３０，０００円）・ ・Ⓚ 

 

（Ⓖ＋Ⓗ÷6＋Ⓙ）×（Ⓒ/Ⓐ）＋Ⓘ＋Ⓚ 

  ＝（400,000＋300,000÷6＋20,000）×（150÷200）＋18,000＋30,000 

  ＝４００，５００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓛ 

 

               Ⓛを公契約対象工事●●工事の労務報酬として算定 
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公契約対象工事（委託）に従事した基準額の算出方法について① 

１人の労働者が公契約対象工事（委託）に従事した基準額は、総労働時間、時間害労働時

間、休日労働時間、深夜労働時間を公契約対象工事（委託）労務台帳に入力すると下記の

計算方法により自動計算します。 

例 ●●工事・・・公契約対象工事 

   総 労 働 時 間：１５０時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓐ 

内時間外労働時間： １６時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓑ 

内休日労働時間 ：    ７時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓒ 

内深夜労働時間 ：   ８時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓓ 

労務報酬下限額：１，９０２円・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓔ 

   Ⓐ×100％＋Ⓑ×25％＋Ⓒ×35％＋Ⓓ×25％ 

   ＝150×100％＋16×25％＋7×35％＋8×25％ 

   ＝158.45 

     小数点以下を四捨五入すると  １５８時間・・・・・・・・・・・Ⓕ 

                           Ⓕを労働時間として算定 

Ⓕ×Ⓔ＝158×1902＝３００，５１６円・・・・・・・・・・・・・Ⓖ 

                        Ⓖが基準額 

公契約対象工事（委託）に従事した労務報酬の算出方法について① 

労務台帳には、労務報酬を記載する必要はございませんが、各労働者の報酬支払いが公契

約条例の規定を満たしているがどうかは確認する必要があります。 

例 平成２４年 4月の場合 

総労働時間：２００時間（公契約対象工事及びその他の工事の総労働時間） 

                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓗ 

●●工事・・・公契約対象工事 

   総 労 働 時 間：１５０時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓘ 

内時間外労働時間： １６時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓙ 

内休日労働時間 ：    ７時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓚ 

内深夜労働時間 ：   ８時間・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓛ 

支払われた報酬：４００，０００円・・・・・・・・・・・・・・Ⓜ 

支払われた賞与：３００，０００円（前年１２月支給（６ヶ月））・・Ⓝ 

      Ⓜは、ⒿⓀⓁの割増賃金も含めた金額 

４月算定報酬 ：４５０，０００円・・・・・・・・・・・・・・Ⓞ 

   Ⓞは Ⓜ＋Ⓝ÷6＝400,000＋300,000÷6＝450,000 

 Ⓞ×（Ⓘ÷Ⓗ）＝450,000×（150÷200） 

   ＝３３７，５００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓟ 

Ⓟが労務報酬 

 Ⓖ（基準額）とⓅ（労務報酬）を比較 

  ３００，５１６円＜３３７，５００円のため、 

   この労働者の労務報酬の支払いは、公契約条例の規定を満たしている。 

資料１０ 
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公契約対象工事（委託）に従事した基準額の算出方法について② 

１人の労働者が１つの工事（委託）だけでなく、複数の業種に従事していた場合、熟錬者

及び熟練者以外のそれぞれの総労働時間、時間害労働時間、休日労働時間、深夜労働時間

を公契約対象工事（委託）労務台帳に入力すると下記の計算方法により自動計算します。 

例 ●●工事・・・公契約対象工事 

    普通作業員：熟錬者として従事  

    電   工：熟錬者以外として従事      時給払いの場合 

  総 労 働 時 間：２００時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓐ 

内時間外労働時間： １０時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓑ 

     普通作業員 総 労 働 時 間：１５０時間・・・・・・・・・・・Ⓒ 

内時間外労働時間：  ６時間・・・・・・・・・・・Ⓓ 

労務報酬下限額：１，５３０円・・・・・・・・・・Ⓔ 

電   工 総 労 働 時 間： ５０時間・・・・・・・・・・・Ⓕ 

内時間外労働時間：  ４時間・・・・・・・・・・・Ⓖ  

労務報酬下限額： ９０３円・・・・・・・・・・・Ⓗ 

Ⓒ×100％＋Ⓓ×25％ 

   ＝150×100％＋6×25％＝151.5 

     小数点以下を四捨五入すると  １５２時間・・・・・・・・・・・Ⓘ 

                           Ⓘを労働時間として算定 

Ⓘ×Ⓔ＝152×1530＝２３２，５６０円・・・・・・・・・・・・・Ⓙ 

                        Ⓙが熟錬者としての基準額 

Ⓕ×100％＋Ⓖ×25％ 

   ＝50×100％＋4×25％＝51 

     小数点以下を四捨五入すると  ５１時間・・・・・・・・・・・Ⓚ 

                           Ⓚを労働時間として算定 

Ⓚ×Ⓗ＝51×903＝４６，０５３円・・・・・・・・・・・・・Ⓛ 

                        Ⓛが熟錬者以外としての基準額 

公契約対象工事（委託）に従事した労務報酬の算出方法について② 

労務台帳には、労務報酬を記載する必要はございませんが、各労働者の報酬支払いが公契

約条例の規定を満たしているがどうかは確認する必要があります。 

例 上記の例で支払われた報酬が３２０，０００円であった場合・・・・・・Ⓜ 

 

   Ⓜ×（Ⓒ÷Ⓐ）＝320,000×（150÷200） 

   ＝２４０，０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓝ 

Ⓝが普通作業員（熟錬者）としての労務報酬 

Ⓜ×（Ⓕ÷Ⓐ）＝320,000×（50÷200） 

   ＝８０，０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⓞ 

Ⓞが電工（熟錬者以外）としての労務報酬 

 Ⓙ（基準額）とⓃ（労務報酬）を比較 

   ２３２，５６０円＜２４０，０００円 

Ⓛ（基準額）とⓄ（労務報酬）を比較 

    ４６，０５３円＜８０，０００円 

    

  この労働者の労務報酬の支払いは熟錬者分及び熟錬者以外のいずれも、公契約条例の 

規定を満たしている。 
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多摩市公契約条例に定める適用範囲に該当する工事のお知らせ 

 

多摩市と受注者との契約で次のことが規定されています。 

◎多摩市公契約条例の対象労働者等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎この工事に従事する労働者等は、多摩市長が定める１時間当たりの賃金（労務報酬下限 

額といいます。）から算出する基準額以上の労務報酬を受け取ることができます。 

 

 

◎受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が上記労務報酬下限額を下回ったと 

 きは、その差額分の賃金等について、受注者は当該受注関係者と連帯して支払う義務を 

負います。 

◎法定の労働時間、休憩、休日 

・使用者は、原則として、1日に８時間、１週間に４０時間を超えて労働させてはいけません。 

・使用者は労働時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は１時間以上 

の休憩をあたえなければなりません。 

 ・使用者は、尐なくとも毎週１日か、４週間を通じて４日以上の休日をあたえなければなり 

ません。 

 ・時間外労働協定等がある場合はそれに従わなければなりません。 

◎この条例の対象となる労働者等は、基準額以上の労務報酬を受け取っていない場合は、その 

旨を受注者、受注関係者又は多摩市に申し出ることができます。申し出は必ず文書で行って 

ください。 

◎上記の申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いは受 

けません。 

 

 

件  名 ○○○○工事 

契約番号 第４２４１０００△△△号 

履行場所 多摩市関戸□丁目○番地△号 

履行期限 平成２５年３月３１日 

多摩市公契約条例の対象労働者等 

正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者の方など、国籍や雇用

主を問わず、原則として日本国内においてこの工事の作業に従事する労働者の方 

多摩市公契約条例の対象とならない労働者等 

同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、使用

者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る） 

公契約に従事した時間が３０分未満の者 

労務報酬下限額（１時間当たり） 別表のとおり 

申し出先 申し出書送付先 連絡先 

受注者 
○○株式会社 

代表取締役 △△ △△ 

〒206-00000 

多摩市□□３丁目○○番○○号 
042-000-0000 

受注関係者 
□□有限会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

〒206-00000 

多摩市□□５丁目○○番○○号 
042-000-0000 

発注者 
多摩市 総務部 総務契約課 〒206-00000 

多摩市関戸６丁目１２番１号 
042-338-6808 

資料１１ 
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多摩市公契約条例に定める適用範囲に該当する業務のお知らせ 

 

多摩市と受注者との契約で次のことが規定されております。 

◎多摩市公契約条例の対象労働者等について 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◎この業務に従事する労働者等は、多摩市長が定める１時間当たりの賃金（労務報酬下限 

額といいます。）から算出する基準額以上の労務報酬を受け取ることができます。 

 

 

◎受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が上記労務報酬下限額を下回ったと 

 きは、その差額分の賃金等について、受注者は当該受注関係者と連帯して支払う義務を 

負います。 

◎法定の労働時間、休憩、休日 

・使用者は、原則として、1日に８時間、１週間に４０時間を超えて労働させてはいけません。 

・使用者は労働時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は１時間以上 

の休憩をあたえなければなりません。 

 ・使用者は、尐なくとも毎週１日か、４週間を通じて４日以上の休日をあたえなければなり 

ません。 

 ・時間外労働協定等がある場合はそれに従わなければなりません。 

◎この条例の対象となる労働者等は、基準額以上の労務報酬を受け取っていない場合は、その 

旨を受注者、受注関係者又は多摩市に申し出ることができます。申し出は必ず文書で行って 

ください。 

◎上記の申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いは受 

けません。 

 

 

件  名 ○○○○業務委託 

契約番号 第４２４２０００△△△号 

履行場所 多摩市関戸□丁目○番地△号 

履行期限 平成２５年３月３１日 

多摩市公契約条例の対象労働者等 

正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者の方など、国籍や雇用

主を問わず、原則として日本国内においてこの業務の作業に従事する労働者の方 

多摩市公契約条例の対象とならない労働者等 

満６０歳以上の者 

同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、使用

者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る） 

公契約に従事した時間が３０分未満の者 

労務報酬下限額（１時間当たり） ９０３円 

申し出先 申し出書送付先 連絡先 

受注者 
○○株式会社 

代表取締役 △△ △△ 

〒206-00000 

多摩市□□３丁目○○番○○号 
042-000-0000 

受注関係者 
□□有限会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

〒206-00000 

多摩市□□５丁目○○番○○号 
042-000-0000 

発注者 
多摩市 総務部 総務契約課 〒206-00000 

多摩市関戸６丁目１２番１号 
042-338-6808 

資料１２ 
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平成  年  月  日 

 

             殿 

   

                   住所                    

                    

氏名                  ㊞  

  

 

申 し 出 書 

 

 下記公契約対象案件に従事している労働者ですが、多摩市公契約条例に規定されている

労務報酬下限額から算出する基準額以上の労務報酬を受け取っていないため、申し出を

する。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件  名  

契約番号  

履行場所  

履行期限  

資料１３ 
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                                  平成  年  月  日 

 

多摩市長            殿 

   

                   住所                    

                    

氏名                  ㊞  

  

 

申 し 出 書 

 

 下記公契約対象案件に従事している労働者ですが、多摩市公契約条例に規定されている

労務報酬下限から算出する基準額以上の労務報酬を受け取っていないため、申し出をす

る。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件  名  

契約番号  

履行場所  

履行期限  

資料１４ 
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多摩市公契約条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 労働者等の賃金等（第６条・第７条） 

第３章 公契約等の規定事項（第８条） 

第４章 多摩市公契約審議会（第９条―第１２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、多摩市（以下「市」という。）が締結する請負契約に基づく業務及び

市が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務において、当該業務に従事する者の適正

な労働条件等を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービ

スの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 公契約等 市が締結する工事、製造その他の請負契約及び多摩市公の施 

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年多摩市条例第３ 

１号）第７条の規定により締結する協定（以下「指定管理協定」という。）をいう。 

⑵ 受注者 市と公契約等を締結する者をいう。 

⑶ 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他の市

以外の者から公契約等に係る業務の一部について請け負う者をいう。 

⑷ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 下請負者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」という。）の規定により受注

者又は下請負者へ労働者を派遣する者 

⑸ 労働者等 次に掲げる者（第５条第２号及び第３号に規定する公契約等に係る業務

にあっては、満６０歳以上の者を除く。）をいう。 

ア 受注者又は下請負者（同居の親族のみを使用する者を除く。）に雇用され、公契約

等に係る業務に従事する労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する

労働者（家事使用人を除く。） 

イ 労働者派遣法の規定により公契約等に係る業務に派遣される者 

ウ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約によ

り公契約等に係る業務に従事する者 

⑹ 賃金等 公契約等に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。 

ア 前号ア又はイに該当する者がその雇用する者から得る賃金 

イ 前号ウに該当する者が当該請負契約により得る収入 

 

公契約条例 

-28- 



（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、公契約等に関する施策を総合的に策定し

、実施する責務を有する。 

（受注者の責務） 

第４条 受注者は、公契約等を締結した責任を自覚して、誠実に職務を遂行する責務を有

し、その業務に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に努めなけ

ればならない。 

２ 受注者は、男女平等・男女共同参画を推進することにより、労働者の仕事と生活の調

和の実現に努めなければならない。 

（適用範囲） 

第５条 この条例は、次に掲げる公契約等に適用する。 

⑴ 予定価格が５千万円以上の工事又は製造の請負契約 

⑵ 予定価格が１千万円以上の工事及び製造以外の請負契約のうち、多摩市長（以下「

市長」という。）が別に定めるもの 

⑶ 指定管理協定のうち、市長又は多摩市教育委員会（以下「市長等」という。）が必要

であると認めたもの 

⑷ 前３号に定めるもののほか、適正な賃金等の水準を確保するため、市長が特に必要

であると認めるもの 

第２章 労働者等の賃金等 

（労働者等の賃金等） 

第６条 市長等は、公契約等において、受注者及び受注関係者が、労働者等（最低賃金法

（昭和３４年法律第１３７号）第７条に規定する者を除く。）に対し、市長が定める額（

以下「労務報酬下限額」という。）以上の賃金等を支払わなければならないことを定める

ものとする。 

２ 労務報酬下限額には、工事又は製造以外の請負契約における最低賃金法第４条第３項

各号に掲げる賃金は算入しない。 

３ 賃金等が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の

労務報酬下限額は、最低賃金法施行規則（昭和３４年労働省令第１６号）第２条の規定

を準用する。 

（労務報酬下限額） 

第７条 市長は、労務報酬下限額を定めるときは、次の各号に掲げる労働者等に応じ、当

該各号に定める額その他の事情を勘案するものとする。 

⑴ 工事又は製造の請負契約に係る業務に従事する労働者等のうち、市長が多摩市公契

約審議会の意見を聴いた上で定める割合の人数の者 農林水産省及び国土交通省が公

共工事の積算に用いるため、毎年度決定する公共工事設計労務単価（基準額） 

⑵ 前号以外の労働者等 業務の種類及び内容に応じて、当該業務の標準的な賃金と認

められる額（市長が別に定める期日までの間においては、生活保護水準（生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第８条第１項に規定する厚生労働大臣の定める基準に

おいて市に適用される額）を下回らない額） 

２ 市長は、労務報酬下限額を定めようとするときは、多摩市公契約審議会の意見を聴か

なければならない。 

３ 市長は、労務報酬下限額を定めたときは、これを告示する。 
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第３章 公契約等の規定事項 

第８条 請負契約にあっては市長及び受注者が相互に対等平等な関係にあることを、指定

管理協定にあっては市長等及び受注者が共同して公の施設の管理の責任を負うことを前

提として、両者が協力、共同して第１条の目的を実現し、第３条及び第４条に規定する

それぞれの責務を果たすため、第６条第１項に規定するもののほか、公契約等において

別表に規定する事項を定めるものとする。 

第４章 多摩市公契約審議会 

（多摩市公契約審議会の設置） 

第９条 第７条第１項第１号及び第２項に定めるもののほか、この条例に係る重要事項に

ついて、市長の諮問に応じ、調査審議するため、多摩市公契約審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、市長が別に定める期日までの間、この条例の施行状況について検証を行い

、その結果に基づき必要があるときは、市長に提言することができる。 

（構成） 

第１０条 審議会は、委員５人以内をもって構成する。 

２ 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員

を置くことができる。 

４ 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、 

市長が委嘱する。 

（任期） 

第１１条 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠け

た場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は、委嘱の日から市長が必要と認める期間とする。 

（組織・運営） 

第１２条 前２条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、第３条から第８条までの規定は、平成２４年４月１

日以後に締結する公契約等について適用する。 
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別表（第８条関係） 

１ 公契約等に係る労

働条件 

受注者は、第２条第５号ア又はイに該当する労働者の労働条

件に関して、次に掲げる法令等を遵守しなければならないこと

。 

⑴ 労働基準法 

⑵ 労働組合法（昭和２４年法律第１７４号） 

⑶ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

⑷ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律（昭和４７年法律第１１３号） 

⑸ 労働契約法（平成１９年法律第１２８号） 

⑹ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年 

法律第７６号）第２条に規定する短時間労働者にあっては、 

同法第５条第１項に規定する短時間労働者対策基本方針 

２ 公契約等に係る請

負条件 

受注者は、第２条第５号ウに該当する者と請負契約を締結す

るに当たっては、前項各号に掲げる関係法令の趣旨を尊重した

契約条件としなければならないこと。 

３ 継続雇用 受注者は、継続性のある業務に関する公契約等を締結する場

合は、当該業務に従事する労働者の雇用の安定並びに当該業務

の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契約等の締結前

から当該業務に従事していた労働者のうち希望する者を、特段

の事情がない限り雇用するように努めること。 

４ 受注者の連帯責任 受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労務 

報酬下限額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、

受注者は当該受注関係者と連帯して支払う義務を負うこと。 

５ 台帳の整備等 受注者は、労働者等の氏名、従事する職種、従事した時間、

賃金等を支払われるべき日その他規則等で定める事項を記載 

した台帳を作成し、作業所等に備え、その記載事項について、

市長等が指定する期日までに市長等に報告しなければならな 

いこと。 

６ 労働者等への周知 受注者は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やす

い場所に掲示し、又は書面を交付すること。 

⑴ この条例が適用される労働者等の範囲 

⑵ 労務報酬下限額 

⑶ 賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること。 

⑷ 労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

⑸ 次項の申し出をする場合の連絡先 

⑹ 次項の申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の 

解除その他不利益な取り扱いを受けないこと。 

７ 労働者等の申し出 労働者等（労働者等であった者を含む。第９項及び第１０項

において同じ。）は、受注者又は受注関係者が当該労働者等に

対して負う義務を履行していないと認められるときは、市長等 
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 又は受注者若しくは受注関係者に申し出ることができること。 

８ 不利益取扱いの禁

止 

受注者及び受注関係者は、前項の申し出をしたことを理由と

して、その労働者等に対し、解雇、請負契約の解除その他の不

利益な取り扱いをしてはならないこと。 

９ 受注者に対する報 

告及び立入検査 

市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に

対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち

入り、労働者等の労働条件若しくは契約条件がわかる書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

ること。 

⑴ 労働者等から第７項の申し出があった場合 

⑵ この条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要が

あると認める場合 

１０ 受注関係者に対

する報告及び立入検

査 

受注者は、受注者と受注関係者との間の契約において、市長

等が前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、受注関係

者に対して必要な報告を求め、又は市職員をして当該事業所に

立ち入り、労働者等の労働条件等若しくは契約条件がわかる書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること

ができること。 

１１ 身分証明書の携

帯及び提示 

前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示す

ること。 

１２ 是正命令 市長等は、第９項又は第１０項の報告又は立入検査の結果、

受注者又は受注関係者がこの条例の規定に違反していると認 

めるときは、当該受注者に対し、速やかに当該違反を是正す 

るために必要な措置を講ずることを命じること。 

１３ 是正報告 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措

置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を

講じ、市長等が定める期日までに、市長等に報告しなければな

らないこと。 

１４ 公契約等の解除 市長等は、受注者又は受注関係者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該公契約等を解除する（当該公契約等が指定

管理協定であるときは、当該指定管理協定に関する公の施設の

管理の指定を取消し、又は期間を定めて当該業務の全部若しく

は一部の停止を命ずる。）ことができること。 

⑴ 第９項若しくは第１０項の報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は第９項若しくは第１０項の規定による検査を拒み

、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若

しくは虚偽の答弁をしたとき。 

⑵ 第１２項の命令に従わないとき。 

⑶ 前項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
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１５ 解除の効果 前項の規定により公契約等を解除又は指定管理協定に関し

て指定を取消し若しくは業務の停止を命令（以下「解除等」と

いう。）した場合において、受注者及び受注関係者に損害が生

じても、市長等は、その損害を賠償する責任を負わないこと。 

１６ 公表 市長等は、公契約等の解除等をしたとき、又は公契約等の終

了後に受注者若しくは受注関係者がこの条例の規定に違反し

たことが判明したときは、別に定めるところにより公表するこ

と。 

１７ 損害賠償 受注者は、公契約等の解除等によって市に損害が生じたと 

きは、市長等がやむを得ない理由があると認めるときを除き、

その損害を賠償しなければならないこと。 

１８ 違約金 市長等は、受注者がこの条例の規定に違反したときは、違約

金を徴収することができること。 
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多摩市公契約条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、多摩市公契約条例（平成２３年多摩市条例第１９号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（適用する公契約等） 

第３条 条例第５条第２号に規定する市長が別に定める請負契約は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 施設又は公園の管理運営業務 

⑵ 施設、下水道管渠等の清掃業務 

⑶ 街路樹等の維持管理業務 

⑷ 可燃物等の収集運搬業務 

⑸ 送迎バスの運行業務 

⑹ 子育て支援に関する業務 

⑺ 高齢者支援に関する業務 

⑻ 障がい者支援に関する業務 

２ 条例第５条第３号に規定する市長等が必要と認めた指定管理協定は、次に掲げる公の

施設の指定管理協定とする。 

多摩市立複合文化施設 多摩市立多摩中央公園内駐車場 永山駅駐輪場 

多摩センター駅東駐輪場 多摩センター駅西駐輪場 多摩市立温水プール 

多摩市総合福祉センター 永山複合施設駐車場 

（台帳の作成及び報告） 

第４条 条例別表第５項に規定する規則等で定める記載事項は、次に掲げるものとし、多

摩市公契約条例対象工事労務台帳（第１号様式）又は多摩市公契約条例対象委託労務台

帳（第２号様式）により作成するものとする。 

⑴ 公契約等の契約番号及び件名 

⑵ 公契約等の履行場所、履行開始日及び履行期限 

⑶ 受注者等の氏名及び所在地（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名

並びに事務所の所在地）、担当者名、担当部署及び連絡先 

⑷ 労務報酬下限額 

⑸ 賃金等の支払方法 

⑹ 公契約等に係る業務に従事した時間数 

⑺ 労務報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額 

２ 前項の台帳は、毎月作成しなければならない。 

３ 条例別表第５項に規定する報告の指定期日は、報告の対象となる月に応じて次のとお

りとする。 

 

対象月 指定期日 

契約日の属する月（以下「契約月」という。） 契約月の翌々月の１０日まで 

公契約施行規則 
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契約月の翌月から履行期間の中間日の属する月（以下

「中間月」という。）まで  

中間月の翌々月の１０日まで 

中間月の翌月から履行期間の末日の属する月（以下「

期限月」という。）まで 

期限月の翌々月の１０日まで 

（算定労働時間数） 

第５条 前条第１項第７号に規定する算定労働時間数とは、労働者等が公契約 

等に係る業務に従事した時間数に、次に掲げる時間数を加えた時間数をいう。この場合に

おいて、合計した時間数に１時間未満の端数が生じた場合は、そ 

の端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

⑴ １日について８時間を超えて従事した時間数に１００分の２５を乗じた時間 

⑵ 休日に従事した時間数に１００分の３５を乗じた時間数 

⑶ 午後１０時から翌日の午前５時までの間に従事した時間数に１００分の２５を乗じ

た時間数 

（立入検査をする職員の証明書） 

第６条 条例別表第１１項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、立入調

査員証（第３号様式）とする。 

（公表） 

第７条 条例別表第１６項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公式ホームペ

ージその他適切な方法により行うものとする。 

⑴ 公契約等の件名及び締結日 

⑵ 受注者又は受注関係者（以下「受注者等」という。）の氏名及び所在地（法人その他

の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地） 

⑶ 公契約等の解除等をした場合は、その日及び理由 

⑷ 公契約等の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その

違反の内容及びそれに対する措置 

（審議会の会長等） 

第８条 条例第９条第１項に規定する多摩市公契約審議会（以下「審議会」という。）に会

長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、会長がこれを指名する。 

３ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 

その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第９条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。）

の過半数が出席し、かつ、事業者である委員、労働者である委員及び学識経験を有する

者である委員のそれぞれ１人以上並びに議事に関係のある臨時委員がいる場合はその１

人以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。 

４ 審議会の会議は、公開する。ただし、必要があると認めるときは、審議会の議決によ

り、公開しないことができる。 
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（守秘義務） 

第１０条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第１１条 審議会の庶務は、総務部総務契約課において処理をする。 

（審議会の運営） 

第１２条 前４条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

（補則） 

第１３条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係）

従事業種 支払形態 労働日数

休日

労働時間 基準額
??割合

判定
公契約対象工事に従事した時間

提出期限

第１回（当初時）

??割合判定
第３回（完了時）

作成日
多摩市公契約条例対象【工事】　労務台帳（平成　　年　　月分）

契約番号 受注者商号 下請件名

所定労働時間
総労時間

時間外

労働時間

深夜

労働時間

労務報酬の賃金支払日

労務報酬下限額確認

No 労働者氏名

代表者名契約件名

住所

連絡先（TEL)報告始期 報告終期

履行場所

担当者名

担当者部署

履行開始日 担当者名

担当者部署

第２回（中間時）

下請業者商号

下請業者住所

算定労働

時間数

労務

報酬下限額

連絡先（TEL)

連絡先(FAX) 連絡先(FAX)

履行期限

 

 

-37- 



第２号様式（第４条関係） 

第３回（完了時）

労務報酬の賃金支払日

報告始期 報告終期 提出期限

第１回（当初時）

第２回（中間時）

労務報酬下限額確認

No

履行期限

支払形態

深夜

労働時間

契約件名

履行場所

履行開始日

下請件名

下請業者商号

下請業者住所

担当者名

受注者商号契約番号

代表者名

住所

連絡先(FAX)

担当者名

担当者部署

連絡先（TEL)

連絡先(FAX)

多摩市公契約条例対象【委託】　労務台帳（平成　　年　　月分）
作成日

総労時間
時間外

労働時間

担当者部署

連絡先（TEL)

従事業種労働者氏名
算定労働

時間数

労務

報酬下限額
基準額労働日数

休日

労働時間

公契約対象事業に従事した時間

所定労働時間
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第３号様式（第６条関係） 

所　属

氏　名

生年月日 　

平成　　年　　月　　日

　多摩市長　　　　　　　　　　

多摩市公契約条例別表（抜粋）

(１)　労働者等から第７項の申し出があった場合

(２)　この条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要が

あると認める場合

受注者は、受注者と受注関係者との間の契約において、市長等が

前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、受注関係者に対

して必要な報告を求め、又は市職員をして当該事業所に立ち入

り、労働者等の労働条件等若しくは契約条件がわかる書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるこ

と。

前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するこ

と。

９　受注者に対する報告

及び立入検査

１０　受注関係者に対す

る報告及び立入検査

１１　身分証明書の携帯

及び提示

　市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対

して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入

り、労働者等の労働条件若しくは契約条件がわかる書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるこ

と。

立入調査員証

第　　　　　　　号

年　　　　月　　　　日

　次の者は、多摩市公契約条例（平成２３年多摩市条例第１９号）別表第
９項及び第１０項の規定による立入検査を行う者であることを証明する。
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（受注者の連帯責任） 

第１条 受注者は、受注関係者が多摩市公契約条例（平成 23年多摩市条例第 19号。以下

「条例」という。）第２条第５号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）に対

して支払った賃金等の額が条例第７条第１項第２号に規定する労務報酬下限額を下回

ったときは、その差額分の賃金等について、受注者が当該受注関係者と連帯して支払う

義務を負う。 

 

（台帳の整備等） 

第２条 受注者は、条例別表第５項に規定する事項を記載した台帳（以下「台帳」という。）

を作成し、作業所等に備えなければならない。 

２ 受注者は、台帳の記載事項について、市長等が指定する期日までに市長等に提出しな

ければならない。 

 

（労働者等への周知） 

第３条 受注者は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書

面を交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

 (1) 労働者等の範囲 

(2) 労務報酬下限額 

(3) 賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること 

(4) 労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

(5) 条例別表第７項の申し出をする場合の連絡先 

(6)  労働者等が条例別表第７項の申し出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、 

解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを受けないこと。 

 

（報告及び立入検査） 

第４条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者又は受注関係者に対し

て必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、労働者等の労働条件又

は契約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

(1) 労働者等から条例別表第７項の申し出があった場合 

(2) 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

 

（是正措置） 

第５条 市長等は、前条の報告又は立入検査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定

に違反していると認めるときは、当該受注者に対し、速やかに当該違反を是正するため

に必要な措置を講ずることを命じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じら

れた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長等が定める期日までに、報告しなけれ

ばならない。 

 

公契約約款（工事）

工事約款 
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（公契約等の解除） 

第６条 市長等は、受注者又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約

を解除することができる。 

     (1) 第５条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、 

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

たとき。 

(2) 前条第１項の命令に従わないとき。 

(3) 前条第２項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

２ 前項の規定により、契約を解除した場合において、受注者又は受注関係者に損害が生

じても、市長等はその損害を賠償する責任は負わない。 

 

（公表） 

第７条 市長等は、前条の取消したとき、又は公契約等の終了後に受注者又は受注関係者

が条例の規定に違反したことが判明したときは、インターネットの利用その他適切な方

法により公表をする。 

 

（損害賠償） 

第８条 受注者は、公契約の解除等によって市に損害が生じたときは、市長等がやむを得

ない理由があると認めるときを除き、その損害を賠償しなければならない。 

 

（違約金） 

第９条 市長等は、受注者がこの条例に違反したときは、違約金を徴収することができる 
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（受注者の継続雇用） 

第１条 受注者は、継続性のある業務に関する公契約等を締結する場合は、当該業務に従

事する労働者の雇用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該

公契約等の締結前から当該業務に従事していた労働者のうち希望する者を、特段の事情

がない限り雇用するように努めること。 

 

（受注者の連帯責任） 

第２条 受注者は、受注関係者が多摩市公契約条例（平成 23年多摩市条例第 19号。以下

「条例」という。）第２条第５号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）に対

して支払った賃金等の額が条例第７条第１項第２号に規定する労務報酬下限額を下回

ったときは、その差額分の賃金等について、受注者が当該受注関係者と連帯して支払う

義務を負う。 

 

（台帳の整備等） 

第３条 受注者は、条例別表第５項に規定する事項を記載した台帳（以下「台帳」という。）

を作成し、作業所等に備えなければならない。 

２ 受注者は、台帳の記載事項について、市長等が指定する期日までに市長等に提出しな

ければならない。 

 

（労働者等への周知） 

第４条 受注者は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書

面を交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

 (1) 労働者等の範囲 

(2) 労務報酬下限額 

(3) 賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること 

(4) 労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

(5) 条例別表第７項の申し出をする場合の連絡先 

(6)  労働者等が条例別表第７項の申し出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、 

解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを受けないこと。 

 

（報告及び立入検査） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者又は受注関係者に対し

て必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、労働者等の労働条件又

は契約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

(1) 労働者等から条例別表第７項の申し出があった場合 

(2) 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

 

（是正措置） 

第６条 市長等は、前条の報告又は立入検査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定

に違反していると認めるときは、当該受注者に対し、速やかに当該違反を是正するため

公契約約款（委託）

工事約款 
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に必要な措置を講ずることを命じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じら

れた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長等が定める期日までに、報告しなけれ

ばならない。 

 

（公契約等の解除） 

第７条 市長等は、受注者又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約

を解除することができる。 

     (1) 第５条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、 

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

たとき。 

(2) 前条第１項の命令に従わないとき。 

(3) 前条第２項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

２ 前項の規定により、契約を解除した場合において、受注者又は受注関係者に損害が生

じても、市長等はその損害を賠償する責任は負わない。 

 

（公表） 

第８条 市長等は、前条の取消したとき、又は公契約等の終了後に受注者又は受注関係者

が条例の規定に違反したことが判明したときは、インターネットの利用その他適切な方

法により公表をする。 

 

（損害賠償） 

第９条 受注者は、公契約の解除等によって市に損害が生じたときは、市長等がやむを得

ない理由があると認めるときを除き、その損害を賠償しなければならない。 

 

（違約金） 

第 10条 市長等は、受注者がこの条例に違反したときは、違約金を徴収することができる 
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（受注者の継続雇用） 

第１条 指定管理者（以下「受注者」という。）は、継続性のある業務に関する公契約等を

締結する場合は、当該業務に従事する労働者の雇用の安定並びに当該業務の質の維持及

び継続性の確保に配慮し、当該公契約等の締結前から当該業務に従事していた労働者の

うち希望する者を、特段の事情がない限り雇用するように努めること。 

 

（受注者の連帯責任） 

第２条 受注者は、受注関係者が多摩市公契約条例（平成 23 年多摩市条例第 19 号。以下

「条例」という。）第２条第５号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）に対

して支払った賃金等の額が条例第７条第１項第２号に規定する労務報酬下限額を下回っ

たときは、その差額分の賃金等について、受注者が当該受注関係者と連帯して支払う義

務を負う。 

 

（台帳の整備等） 

第３条 受注者は、条例別表第５項に規定する事項を記載した台帳（以下「台帳」という。）

を作成し、作業所等に備えなければならない。 

２ 受注者は、台帳の記載事項について、市長等が指定する期日までに市長等に提出しな

ければならない。 

 

（労働者等への周知） 

第４条 受注者は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書

面を交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

 (1) 労働者等の範囲 

(2) 労務報酬下限額 

(3) 賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること 

(4) 労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 

(5) 条例別表第７項の申し出をする場合の連絡先 

(6)  労働者等が条例別表第７項の申し出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、 

解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを受けないこと。 

 

（報告及び立入検査） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者又は受注関係者に対し

て必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、労働者等の労働条件又

は契約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

(1) 労働者等から条例別表第７項の申し出があった場合 

(2) 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

 

（是正措置） 

第６条 市長等は、前条の報告又は立入検査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定

に違反していると認めるときは、当該受注者に対し、速やかに当該違反を是正するため

公契約約款（指定管理）

工事約款 
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に必要な措置を講ずることを命じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じら

れた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長等が定める期日までに、報告しなけれ

ばならない。 

 

（公契約等の取消し） 

第７条 市長等は、受注者又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定

管理協定に関して指定を取消すことができる。 

  (1) 第５条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、 

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし 

たとき。 

(2) 前条第１項の命令に従わないとき。 

(3) 前条第２項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

２ 前項の規定により、指定管理協定に関して指定を取消した場合において、受注者又は

受注関係者に損害が生じても、市長等はその損害を賠償する責任は負わない。 

 

（公表） 

第８条 市長等は、前条の取消したとき、又は公契約等の終了後に受注者又は受注関係者

が条例の規定に違反したことが判明したときは、インターネットの利用その他適切な方

法により公表をする。 

 

（損害賠償） 

第９条 受注者は、公契約の解除等によって市に損害が生じたときは、市長等がやむを得

ない理由があると認めるときを除き、その損害を賠償しなければならない。 

 

（違約金） 

第 10条 市長等は、受注者がこの条例に違反したときは、違約金を徴収することができる。 
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多摩市指名業者指名停止基準 

 

（昭和５９年６月１３日） 

改正 平成６年２月１日 

改正 平成１４年４月１日 

改正 平成２２年４月１日 

改正 平成２４年４月１日 

 

 

 （総則） 

第１条 この基準は、多摩市が発注する工事の請負・業務委託・物品供給その他の契約（以

下「多摩市発注契約」という。）に係る業者選定に関し、指名の公正と契約の適正な履行

を確保するため、多摩市契約事務規則第３条（参加資格の制限）の規定により、不良業

者の指名を停止し、契約の適正な執行を図ることを目的とする。 

 （指名停止） 

第２条 指名停止の範囲は、別表のとおりとする。 

 （適用） 

第３条 この基準の適用および認定は、多摩市指名業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）で決定する。 

２ 情状酌量すべき特別な事情があるときは、指名停止期間の短期の２分の１まで停止期

間を短縮することができる。また、極めて悪質なものについては、長期の２倍まで延長

することができる。 

３ 指名停止に該当しない場合で、この基準に相応すると判断したときは、書面をもって

警告・注意することができる。 

４ 共同企業体の構成員については、明らかに責任がない場合は適用しない。 

 （通知） 

第４条 指名停止を決定した場合は、遅滞なく公示する。なお、多摩市に直接係わるもの

等については、指名停止業者に通知し、改善措置の報告を徴することができる。 

 （随意契約の相手方の制限） 

第５条 指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、や

むを得ない事由があり、あらかじめ委員会にて審議のうえ市長の承認を受けたときは、

この限りではない。 

 （指名停止の特例） 

第６条 指名停止期間中の業者であっても、契約の種類、遅行場所等からみて、委員会に

て審議のうえ必要があると認めるときは、当該契約について指名を行うことができる。 

 （その他） 

第７条 この基準によりがたいときは、その都度委員会で定めることができる。 

２ この基準を多摩市発注契約の業者に適用させる場合は、別表１・２中「請負」及び「工

事」「業務委託・物品供給・その他の委託」に、「施工」を「履行」に読み替えるものと

する。 
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附則 

 この基準は、昭和５９年６月１３日から適用し、指名停止を行うべき事由が同日前に生

じたものについては、なお従前の例による。 

   附則 

 この基準は、昭和５９年６月１３日から施行し、指名停止を行うべき事由が同日前に生

じたものについては、なお従前の例による。 

   附則 

 この基準は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附則 

 この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 多摩市内において生じた事故等に基づく停止基準 

指 名 停 止 要 件 期   間 

（過失による粗雑工事） 

１ 多摩市と契約した請負契約に係る工事（以下「市発注工

事」という。）の施工にあたり、過失により工事を粗雑にし

た場合において、かしが重大であると認められるとき。 

認定した日から 

１ヶ月以上６ヶ月以内 

２ 多摩市内における工事で前号に掲げるもの以外のもの

（以下「一般工事」という。）の施工にあたり、過失により

工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認め

られるとき。 

認定した日から 

１ヶ月以上３ヶ月以内 

（契約違反） 

３ １に掲げる場合のほか、市発注工事の施工にあたり契約

に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると

認められるとき。 

認定した日から 

２週間以上４ヶ月以内 

（公衆損害事故） 

４ 市発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切で

あったため公衆に死亡者・負傷者を生じさせ、損害を与え

たと認められるとき。 

認定した日から 

１ヶ月以上６ヶ月以内 

５ 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であ

ったため公衆に死亡者・負傷者を生じさせ、損害を与えた

場合、当該事故が重大であると認められるとき。 

認定した日から 

１ヶ月以上３ヶ月以内 

（工事関係者事故） 

６ 市発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切で

あったため工事関係者に死亡者・負傷者を生じさせたと認

められるとき。 

認定した日から 

２週間以上４ヶ月以内 

７ 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であ

ったため工事関係者に死亡者・負傷者を生じさせた場合に

認定した日から 

２週間以上２ヶ月以内 
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おいて、当該事故が重大であると認められるとき。 

８ 多摩市公契約条例対象工事及び多摩市公契約条例対象委

託について、多摩市公契約条例の目的及びこれに係る契約

事項に違反したとき。 

認定した日から 

２ヶ月以上９ヶ月以内 

 

 

 

 

 

別表２ 贈賄及び不正行為に基づく停止基準 

指 名 停 止 要 件 期   間 

（贈賄） 

１ 有資格者である個人・役員又はその使用人が多摩市の職

員に対して行なった贈賄の容疑により逮捕されたとき。 

逮捕を知った日から公訴

の提起又は公訴をしない

処分が行なわれたことを

知った日まで 

２ 次のイ・ロ・ハに掲げる者が、市の職員に対して行なっ

た贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 

公訴を知った日から 

６ヶ月以上２４ヶ月以内 

 イ 有資格者である個人又は法人の代表権を有する役員

（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含

む以下「代表役員等」という。 

 ロ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所等（常時

工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者

で、イに掲げる者以外のもの（以下「一般役員等」とい

う 

４ヶ月以上１８ヶ月以内 

 ハ 有資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの（以下「使

用人」という。） 

２ヶ月以上１２ヶ月以内 

３ 次のイ・ロ・ハに掲げる者が、多摩市内の国及び公共団

体の職員に対して行なった贈賄の容疑により逮捕され又は

逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った日

から 

４ヶ月以上１２ヶ月以内 

 イ 代表役員等 

 ロ 一般役員等 ２ヶ月以上８ヶ月以内 

 ハ 使用人 ２ヶ月以上６ヶ月以内 

４ 次のイ・ロ・ハに掲げる者が、多摩市外の国及び公共団

体の職員に対して行なった贈賄容疑により逮捕され又は逮

捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った日

から 

６ヶ月以上１０ヶ月以内 

 イ 代表役員等 

 ロ 一般役員等 ４ヶ月以上８ヶ月以内 

 ハ 使用人 ４ヶ月以上６ヶ月以内 
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（虚偽記載） 

５ 多摩市が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争

入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請

書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料

に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認

められる場合 

当該認定をした日から 

１ヶ月以上６ヶ月以内 

（談合） 

６ 有資格者である個人、有資格者である法人の役員又は使

用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで起訴

された場合 

逮捕又は公訴を知った日

から 

３ヶ月以上１２ヶ月以内 

 イ 多摩市発注の契約に関するもの 

 ロ 多摩市発注の契約を除く関東地方におけるもの ２ヶ月以上１２ヶ月以内 

 ハ ロの区域以外のもの １ヶ月以上６ヶ月以内 

（独占禁止法違反行為） 

７ 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）」に違反し契約の相手方として不適

当であると認めるもの 

当該認定をした日から 

３ヶ月以上１２ヶ月以内 

 イ 多摩市発注の契約に関するもの 

 ロ 多摩市発注の契約を除く関東地方におけるもの ２ヶ月以上１２ヶ月以内 

 ハ ロの区域以外のもの １ヶ月以上６ヶ月以内 

（不正・不誠実な行為） 

８ 別表１及び前各号に掲げるほか、業務に関し不正又は不

誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認め

られる場合 

当該認定をした日から 

２ヶ月以上１８ヶ月以内 

９ 別表１及び前各号に掲げるほか、代表役員等が禁固以上

の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以

上の刑若しくは刑法（明治４０年法律第４５号）の規定に

よる罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当である

と認められるとき 

当該認定をした日から 

２ヶ月以上１８ヶ月以内 
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